
日本赤十字九州国際看護大学/Japanese Red

Cross Kyushu International College of

Nursing

看護師の役割拡大に向けて :
「情報機器通信(ICT)を利用した死亡診断の補助」の
看護ケア

言語: ja

出版者: 日本看護倫理学会

公開日: 2020-08-04

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 柳井, 圭子

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://jrckicn.repo.nii.ac.jp/records/729URL



20 日本看護倫理学会誌 VOL.12 NO.1 2020

■ 原著論文

看護師の役割拡大に向けて：「情報機器通信（ICT）を 
利用した死亡診断の補助」の看護ケア

Expanding the roles of nurses : “Supporting ICT-based Death Certification”  
as nursing care

柳井 圭子1

Keiko YANAI
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「ICTを利用した死亡診断の補助」は、医師不在・医師確保困難な地域において、在宅での穏やかな看取りが困難な
状況に対応するものである。課題は、死亡診断の場における看護師の役割を医師の補助に留めることなく看護ケアと
して発展させていくことであろう。このような問題意識から、本稿では、他国で同様の業務を行っている国の状況か
ら看護ケアへの発展への示唆を見出し若干の考察を行った。イギリスでは、看護師の死亡確認が承認されている。そ
の実務の状況および実施者の経験を比しながら、日本での実務について検討した。結果は、日本の実務は医師と協同
で科学的に公正に死亡確認と死後診察を行っていくことである。故人の擁護者となるこの実務を的確に行い、社会の
信頼を得ることで看護師の専門性と自律性を活かす看護の役割拡大となるのである。

“Supporting ICT-based death certification” is intended to be conducted in di�cult access areas or when 

medical doctors are unavailable. The challenge is to develop the role of nurses in the field of death verification 

as part of nursing care and without keeping them as mere assistants to doctors. This paper discusses the 

problem in light of the experiences of other countries and presents suggestions for the further development of 

nursing care. In the UK, confirmation or verification of death can be undertaken by trained registered nurses. 

We examined the current practice in Japan and compare it to the current practice in the UK and to the 

experience of the implementers. The result showed that in Japanese practice, nurses and doctors could work 

in collaboration to conduct death confirmation and postmortem examinations scientifically and impartially. In 

doing so, nurses become advocates of the deceased, and gain the trust of society, thus ensuring the 

expansion of the roles of nurses based on their professionalism and autonomy.

Ⅰ．はじめに
日本では医療の規制緩和の一つとして、2016（平成

28）年、医師がこれまで診療にあたっていた患者の死
亡時に駆けつけることが困難な場合に、看取りの場に
いる看護師を介して死亡診断を行うことを認める閣議
決定がなされた（2016年6月2日閣議決定「規制改革
実施計画」）。この決定を具体化する「情報機器通信
（ICT）を利用した死亡診断の補助」（以下、「死亡診

断補助」）は、医師不在・医師確保困難な地域におい
て、在宅での穏やかな看取りが困難な状況に対応する
ものであり、死期が近づく患者とその家族らにとっ
て、住み慣れた場を離れることなく最期の時間を迎え
るための道を開くものである 1。家族は、医師の死亡
宣告がなければ死を悼むこともできず、死亡診断書が
なければ死後のさまざまな手続きも行うことができな
い。しかし、死亡診断補助により、ICTを利用し、家
族は、その場で患者の死を伝えられ死亡診断書を得る

1　日本赤十字九州国際看護大学　Japanese Red Cross Kyushu International College of Nursing
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ことができる。また補助を行う看護師は、患者と遺族
ケアをタイムリーに実施できることとなる2。
もっとも死亡診断補助にあたる看護師は、看取りの
経験に加え法医学研修を受けなければならない。専門
的・自律的な役割拡大を目指している看護師にとっ
て、看護基礎教育においてほとんど学ぶことのない法
医学を受講してまで死亡診断補助を行うことには、疑
問や批判があるところであろう。筆者は、「情報機器
通信（ICT）を利用した死亡診断の補助のガイドライ
ン」3（以下、「ガイドライン」）の策定に関わる一員と
して、看護師が死亡を確認しているイギリスで、ナー
スコンサルタント、看護教育者、地域の開業医
（General Practice）やホスピスの医師と看護師などに
インタビュー調査を行った 4。そこで、イギリスの看
護師が、死亡確認を死後ケアの一つと捉え、実践に取
り組んでいることを知った。
この調査結果を踏まえ、本稿は、他国で死亡確認を
行っている看護師の実施状況と課題などを素材に、日
本において看護師が死亡診断補助を引き受ける意義と
責務、看護ケアとして展開する際に検討すべきことを
再考するものである。本稿が死亡診断補助が看護ケア
となる一助になることを期待したい。なお本稿が対象
としている「イギリス」とは、連合王国を意味してお
り、法制度については、イングランドとウェールズに
ついて検討する。

Ⅱ．死亡診断補助の実施にあたって
1．前提
人の死は、肉体（心身の統合体）の死だけでなく、
人たる社会的、法的権利義務のすべてを失うことにな
る。この死を決定するにあたっては、医学的判断基準
が採用されている。法文上、死を定義づけるのは、脳
死と死産だが、これらも医学的基準による（死産の届
出に関する規程第2条「…死児とは出産後において、
心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいづれをも認めな
いものをいふ」昭和21年9月30日厚生省令第42号）5。
生から死への変化の事実を診断することが死亡診断で
ある 6。死の診断をうけ、社会的、法的に人（「者」）は

故人（「もの」）となる。医師は、診察を行い、死亡診
断書を交付する（医師法第20条）。死亡診断書には、
誰が、いつ、何で亡くなったかが記載される。死亡診
断書は、ご遺体の処分、戸籍抹消等行政手続きを行う
際の証明するものだけでなく、死後の法的問題（民
事・刑事、保険金査定等）の証拠書類や参考資料、ま
た公衆衛生として死因統計作成の重要な基礎資料であ
る。それゆえ、法は死亡に関する真実を科学的に正確
に記入するよう、医師自らが診察を行い診断（死亡事
実を確認し、死因を特定）するよう求めている。死亡
診断補助は、このような医師の重要な判断を遠隔診療
にて行うものである。

2．死亡診断補助とは
死亡診断補助とは、主治の医師が対面で診察を行い
診断するのを、看護師が看取った患者について通信機
器を通じて主治の医師に報告する（死後24時間以内）
ことで行うことになる。イギリス、またスウェーデ
ン 7、カナダ8などでは看護師による死亡確認を承認し
ている。しかし、日本では、法文上死亡宣言すること
を承認されているのは、医師のみである。そのため、
日本では看護師が行うことは死亡確認ではなく死亡診
断補助だと説明される。
そもそも死亡確認は看護の役割なのか。看護の対象
は傷病者と褥婦を対象（同法第5条）であり、傷病の
最期を迎えた故人も含まれることは、看護基礎教育に
おいて看取り・ご遺体のケア等死に関する看護を修得
していることから役割であることは明らかだといえよ
う。ただ死亡診断を行うには、生から死への医学的変
化と異状死等の法医学的知見が必要である。助産師に
は、死産証明書の交付、死胎の検案、異常死（法文
上、異状ではなく「異常」である。）の届出義務がある
が（保健師助産師看護法第40条・第41条）、このよう
な義務は看護師にはなく、医師の死亡診断に関わるこ
ともないため、看護師は法医学を学ぶことはほとんど
なく、その必要性について議論されることもなかっ
た9。そこで死亡診断補助を実施する看護師には、事
前に法医学研修が課されることとなったのである

表1　ICTを利用した死亡診断等を行う際の要件

（a）  医師による直接対面での診療の経過から早晩死亡することが予想されていること
（b）  終末期の際の対応について事前の取決めがあるなど、医師と看護師と十分な連携が取れており、患者や家族の同意があること
（c）  医師間や医療機関・介護施設間の連携に努めたとしても、医師による速やかな対面での死後診察が困難な状況にあること
（d）  法医学等に関する一定の教育を受けた看護師が、死の三徴候の確認を含め医師と予め決めた事項など、医師の破断に必要な情

報を速やかに報告できること
（e）  看護師からの報告を受けた医師は、テレビ電話装置等の ICTを活用した通信手段を組み合わせて患者の状況を把握することな

どにより、死亡の事実の確認や異状がないと判断できること

厚生労働省：情報通信機器（ICT）を利用した死亡診断等ガイドライン（平成29年9月）、5頁よりhttp://www.fukushihoken.metro.tokyo.

jp/iryo/iryo_hoken/zaitakuryouyou/ishimukesannkoushiryou.files/11_p097-p119.pdfより
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（表1要件d）。
法医学とは、「医学的解明助言を必要とする法律上
の案件、事項について、科学的で公正な医学的判断を
下すことによって、個人の基本的人権の擁護、社会の
安全、福祉の維持に寄与すること」10である。死亡診
断には、このような倫理的基盤が必要であるとする
と、補助にあたる看護師も、「公正」な医学的判断に
基づく看護の実践でなければならず、中立的立場で客
観的に故人の尊厳を守るよう努めなければならない。
故人となった患者の擁護（アドボケイト）は看護の重
要な役割であり、「公正」は看護倫理の重要な原則の
一つである。このことを認識する看護師であれば、適
切な実践を行う能力を十分に備えていなければならな
い。重責ある実践にあたるには、短期間の研修では十
分でないとする声がある 11。看護師にとって初の実践
であれば、そのような懸念があることを承知し慎重に
対処していかなければならない。それゆえ、ガイドラ
インによる死亡診断補助手続きは極めて厳格に定めら
れている。公正な実践の成果が社会の信頼獲得につな
がることになる。多死社会を迎える日本において、ガ
イドラインの見直しがなされる際には、看護実践の評
価によりこのような懸念が払拭されていなければなら
ない。

3．情報通信機器を活用した死後診察の介助とは
医師の診察は対面で行わなければならない（医師法

20条）。これに違反すると、医師は処罰を受ける（医
師法第33条の2　罰金50万円以下）。対面の方法は遠
隔診療によることも可能だとされる12。ただし、遠隔
診療は、「直接の対面診療による場合と同等ではない
にしてもこれに代替しうる程度の患者の心身の状況に
関する有用な情報が得られる場合」13に許容される。
有用な情報を提供可能な者は医師ではあるが、看護師
でも有用な情報を提供することができれば情報提供者
として認められうる 14。
他国に類がなく、世界で初めて行われる遠隔診療と
しての死亡診断は、まずは看護師が死の三徴候を確認
し主治の医師に報告することから始まる。連絡を受け
医師は、看護師の情報を得て死後診察を行う。看護師
は死の三徴候を確認できるものとして、聴診器で呼吸
音・心音の確認していることを示し反応がないこと、
また心電図上波形がないことを映像で送信する。波形
図は印字し診療録に保存される。このように厳格に行
うのは、稀ではあるが起こりうる死の誤認を防ぐため
の備えである。2018年には、救急隊員が死亡と誤認
し病院の搬送を怠った事例の検証により、死亡確認を
行う際の一般基準が通知された。死を確認する際に
は、先入観を持たないこと、聴診器や心電図を用いた
的確な観察を行うことが明記されている。また判断に
迷う場合には、指示医師の指示を受けること、さらに

死の三徴候だけでなく痛覚の確認、死斑・死後硬直の
有無について確認するよう求めている15。このこと
は、見取りの場で慎重に死亡確認を行う際にも適用さ
れるので、実施者は適切な方法で三徴候を確認してい
ることを示しておかなければならないということであ
る。
看護師は、死亡確認に加えて診断を行うための情報
を提供するよう、専門的な知見と正確な技術に基づく
科学的かつ公正なアセスメントを行わなければならな
い。死亡診断では、故人の識別情報（誰が亡くなった
のか）とともに死亡時刻が特定される。看護師が駆け
つけた際には、患者はすでに死後数時間経過している
かもしれない。死亡時間を特定するには、体温（直腸
温）、死後硬直、死斑の有無等の情報は有益な情報で
ある。
医師は死亡（現状）を確認し、その原因（死因）と機
序（方法）を決定する16。死亡診断補助の対象となる
患者は、主治の医師により診療中の疾病で早晩亡くな
ることを想定された者に限定される（表1要件a）。法
は、主治の医師でない者が診察を行う場合には、また
主治の医師であっても診療中の傷病以外の原因によっ
て亡くなった場合には、死亡診断ではなく検案書に記
載しなければならないとする。死亡診断書（死体検案
書）の「疾死及び自然死」以外のもの（「外因死」）であ
る異状死の場合、医師は24時間以内に所轄警察に届
け出なければならない（医師法第21条）。警察への届
け出が24時間を超えた場合には医師は刑事罰に処せ
られる。このことは、看護師が消毒薬を誤注射した事
件 17で明らかであろう。
情報提供を行う看護師は、異状死の判断のために
は、法医学的な異状を理解した上で外表検査を行わな
ければならない（東京地裁八王子支部判決昭和44年3
月27日：昭和42年（わ）第4号）18。その際、留意し
なければならないのは、異状死に気づいた場合の対処
である。診療中の傷病で死に至ったことに少しでも疑
問があれば、死亡診断補助を中止し、主治の医師に対
面診察を求めなければならない。遺体に残された痕跡
を見落とすという過ちはもちろんのこと、疑問を持ち
ながら実施を続ければ、死亡診断書が交付され遺体は
埋葬される。火葬後の検証はできない。死亡診断補助
を実施する看護師の公正さが求められる場である。で
は、死亡診断補助における公正さについて、その場面
と対応について、次章、死亡確認を看護の役割とする
イギリスの状況を素材に検討する。

Ⅲ．イギリスにおける看護師の死亡確認
1．背景
イギリスで看護師が死亡確認を行うことになったの
は、施設以外で最期を迎える選択ができること、これ
が故人や遺族にとって最善策だとされたからである。
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患者が在宅死を希望しても地方の医療体制では、夜間
や休日の対応の難しさがある。これは死後においても
そうであり、家族、また看取った看護師はご遺体を動
かすことさえできないまま医師の到着を待たなければ
ならない状況があった。患者は医療・福祉施設で最期
を迎えることを選択せざるをえなかったが、2000年
以降、自宅で最期を迎えたいという患者の意思を尊重
すべきだという主張の広がりは、ついに法廷で争う事
案まで発展することになった。

2013年、保護裁判所（Court of Protection）は、精
神障害により意思決定能力に欠けるケアホームの女性
患者が死の恐怖のなかで意味なく生活するのでなく自
宅に帰る許可を求めた事案で、彼女の自宅で生きたい
という希望を尊重されるべきであり、生命を保護する
国家の義務は絶対的なものではなく、生命の権利とは
長寿を優先するとしても幸福を犠牲にして正当化でき
るとは限らないと判示した 19。また80歳の認知症の
女性が短期記憶で自宅に帰りたいと主張する事案で
は、一カ月の試験的な在宅ケアを取り入れてみること
が彼女にとって最善の利益であるとした 20。日本には
存在しない制度である保護裁判所とは、判断能力が不
十分な者の判断能力の有無について検討し、その者の
最善の利益に関する最終判断機関である。上述、これ

ら裁判の結果は、患者の自宅で最期を迎えたいという
意思は権利として尊重されることが示されたことにな
る。この権利を支えるため国は、支障なく最期の場を
選択できるよう看護師に死亡確認を認めるとしたので
ある。

2．死亡確認の実施にあたって
死の定義は、日本同様イギリスも制定法上、定め 
はなく、医学的基準を基に判断される。死亡確認
「Verification」は、死に気づく認識「recognition of 
death」とは異なるものであり、患者の生理学的評価
を行い、死亡を決定することだとされる。イギリスで
は、この死亡確認を看護師の専門性・自律的判断とし
て行うことが認められることとなった21。看護師は、
死亡確認後、公的記録用紙に記載し署名を行う。死亡
証明書には二つの様式があり、看護師の死亡確認の場
合には様式1を、医師が死因を特定したことは様式2
に記載する。二つの書式により、登録（戸籍）が抹消
され、埋葬許可を得ることができる。遺体安置所の職
員や葬儀社の記録には、担当看護師が、氏名、生年月
日、住所、NHS番号等の故人識別情報と、死亡日時、
植込型デバイスの有無、放射線治療中か否か、感染
（可能性を含め）の有無、高価な遺品と宗教的な記念

図1　看護師による予期的死の確認手順
East Cheshire NHS Trust. NURSE VERIFICATION OF EXPECTED DEATH-FLOW DIAGRAM（Appendix1）. Policy for Verification 

of Expected Death by a Registered Nurse Working Within the Community Setting（Community Nursing Service or Nursing 

Homes）. 2015; 11.／筆者訳．
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物等について記載し署名を行う。看護ケアを支援する
任意の医療専門家がいれば、その者も名前と署名をす
る。
看護師の死亡確認の実施要件についてである。対象
者は、18歳以上の成人で、延命処置を拒否する者で
ある。看護師が死亡確認を行うことについて、事前に
明示的に承諾を得ていなければならない。その者が医
師の最終診察日から14日以内に亡くなった場合に実
施可能となる。実施にあたっては、対象と家族だけで
なく、医師との打ち合わせがなされていなければなら
ない22‒24。看取りの看護師は、医師との意思疎通が十
分でなかったことにより、駆けつけた医師の突然の口
頭指示に従わざるをえない問題に悩まされることがあ
る 25。当該患者と家族、医師らとのコミュニケーショ
ンを十分に行うからこそ看護師による死亡確認を拒ま
れることなく進めることができている（図1参照）。
死亡確認を行う看護師は訓練を受けたものである。
死亡確認に限らずイギリスでは、専門的知識と高度な
技術を必要とする実践を行う際には、事前に研修を受
けることとされる。死亡確認を行うには、業者のe
ラーニングを受けるか、病院では管理指導者、地域で
はディストリクト・ナースが訓練を担当する者から訓
練と評価を受けなければならない。地域で活動するほ
とんどの看護師が必要性を感じ死亡確認の訓練の受講
を望んでいる。訓練の内容は、医師の権限と看護師の
役割との明確な区分から自らの責任範囲を理解して行
動することから始まる。このことを十分に認識したう
えで実務に当たること、死の三徴候を的確に行う技術
を確認するなどが含まれている。また患者の宗教を考
慮した死後の葬儀、感染症、放射性のインプラント、
植え込み型のデバイスなどの有無、植え込み型の除細
動の不動等を確認した対処を学んでいる。これを基盤
として、地域による個別の方針があれば、その手続き
に則って実施されることとなる。

3．看護師の役割拡大とその責務
イギリスで看護師に死亡確認を認められたのは、日
本と異なるイギリスの法制度による。しかし、その法
制度を活用しようとしたのが看護師からであるという
ことは注目すべきことである。

1996年、王立看護協会（Royal College of Nursing
以下「RCN」）は、経験ある登録看護師であれば死亡を
確認し（Verification of Death）、遺族に通知し、遺体
安置所に遺体を運ぶ権限を有すると宣言を発した26。
出生死亡登録法（Births and Deaths Registration Act 
1953, 22）によると、医師は診療を担当している患者
が亡くなった場合、死因を特定し死亡診断書を交付
（Certification of Death）しなければならないが、診察
をする義務はないと解されると主張される。1997年に
は医師団体もこのことを認め、国に方針や具体的な方

法を策定するよう求めたのである。死亡診断書の記載
は医師だけであることは、2009年検死官及び刑事司法
改革法（Coroners and Justice Act 2009）においても
明示されたが、死亡確認について定められることはな
かった。2011年、NHSは死亡確認を行える者は看護
師また施設管理者に限るとする指針27を発した。看護
師集団は、死亡確認の方法を定めその手順に従って行
うことを社会にも示す看取りに関係する医師集団と、
協同指針を策定するに至った。このようなことから、
イギリスの看護師は、死亡確認を看護師が獲得したも
のだとして誇りをもって行っている。
もっとも役割が拡大すると責任も増大する。人の死
を判断する責任は非常に重い。死亡宣告された者が霊
安室で僅かな体動を発見されたという医師による死の
誤認事件がある。対象の一命を取り留めることができ
たが、当該医師は、その後損害賠償を請求される事態
になった 28。看護師の資格認定機関である看護助産審
議会（Nursing and Midwifery Council、以下「NMC」）
は、すべての看護師が死亡確認を行えるわけでないと
する注意喚起を行った。実施要件だけでなく訓練を受
け能力評価を受けた看護師だけが死亡確認を行うとい
う実務基準はある。加えてNMCは、看護師は自身の
能力の限界内で業務を行うことを定めた専門職として
の行為準則（NMC Code第13条）29に則って、自身の
限界を超える場合には経験豊かな保健専門家の支援を
求めることが重要だと発する。看護師一人で死亡確認
を行う責任の重さだけではない。実施を振り返る看護
師のなかには、故人に対し生前と同様に尊敬と敬意を
もって接することができなかったと感じる負担も課題
とされている。死亡確認を行う看護師に対し看護管理
者は、定期的なカウンセリング、また休暇の取得を勧
めながら精神的慰労に努めることの大切さを説いてい
る。しかし、これらの責任感や負担を感じつつ、死亡
確認はタイムリーに故人のケアを行うことで遺族への
グリーフケアにつながっているという実感が、イギリ
スの看護師を支えている（p.7‒12）4。

Ⅳ．死亡診断補助という役割
1．死後診察にあたって
イギリスの看護師による死亡確認は、医師の死因特
定と明確に区分されている。対して、日本の看護師に
よる死亡診断補助では、看護師による外表検査の情報
を的確に提供しなければ、医師は適切な死因特定がで
きない。その意味では、補助する日本の看護師は、死
亡確認以上の責任を負う。もの言わぬ患者の擁護者は
看護師である。他者の目の届かない密室となる自宅で
は、暴力、虐待、入浴中の溺死、疼痛緩和の過剰投
与、家族の負担を苦にした自他殺等、稀に想定外のこ
とが起こりうる。保険金支給に絡んで死亡（確定）時
刻の操作を求められることがあるかもしれない。情に
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流されず、また圧力に屈することなく、科学的かつ公
正に情報提供を行うともに、死亡診断補助を中止する
判断と適切な行動をとらなければならない。故意過失
を問わず虚偽や不正確な情報を提供することで医師が
誤る判断を行った場合には、当該看護師が法的責任を
問われうるだけでなく、看護師の社会的信頼を損なう
ことになる。
そこで、異状死に遭遇した場合の対処についであ
る。イギリスではどのように対処しているのか。イギ
リスの在宅医療に関する調査によると、半数の者が自
宅で最期を迎えたいとするが、自宅死亡割合は1割程
度であり、しかもその半数近くが検案事例である30。
以下、その具体的な状況である。

2．信頼される実務として
イギリスでは、原因不明、死亡状況に不自然さがあ
れば（完全に予期し得ない場合、かついずれかに責め
られるべき過失がなかったという場合をいう）、コロ
ナー（検死官）に届け出る（Coroners and Justice 
Act 2009第1条）。報告すべき死亡の事象は、地域の
状況を考慮した看護師の死亡確認の実施方針に記され
ている 31。チェシャー州チェシャーイースト市の方針
には、不適切な看護を含む自為ないし他者によるネグ
レクトによる死亡、全身性の抗癌剤治療後30日以上
に死亡した場合、認知症などによる自由制限を受けて
いる場での死亡した場合などが挙げられている（表2
参照）（p.12）22。
報告を受けたコロナーは、死亡状況を調査し、必要
があれば検死解剖、あるいは死因審問（Inquest）を開
き死因を特定する手続きを取る。地域によっては、コ
ロナーでなく監察医（Medical Examiner ME）が調査

を行うところもある。死亡確認を行う看護師が異状死
に気づいた場合、主治の医師に報告するが、地域に
よってはコロナーに直接報告する場合もある。異状死
に適切に対応することについては、イギリスではシッ
プマン医師事件という社会に衝撃を与えた事件が影響
している 32。担当する患者を他者に気づかれることな
く殺害していたとして逮捕された開業医のシップマン
は、200人以上に及ぶ犠牲者がいるとされながらも事
件の全貌を語ることなく獄中で自殺した。本件は、多
角的に検証され 33‒37、結果、開業医からコロナーへの
報告を定める規則制定権を主務大臣に認めることと
なった（同法第20条）。これによりコロナーへの報告
を行う判断基準を具体的に示されたこと、また最後に
診療した医師やコロナーは最善の知識と信頼される実
務で死因を認定するよう明示された。
死亡確認を行う看護師も、明示された判断基準を基
に最善の知識と信頼される実務でコロナーに届け出る
ことが専門職者としての良い実務とされている。看護
基礎教育の指導的立場であるNMCは、社会の安全を
守ることを看護の新たな目的の一つとして明確に掲げ
ている38。看護学生は、初年時より社会の安全に関わ
る暴力・虐待事象に遭遇した場合にどのような行動が
必要であるか、そのための的確な判断の必要性と適切
な報告先について学んでいる 39。これら学習は継続し
て行われ、勤務先では実際に経験する暴力・虐待のア
セスメント、警察との協働、裁判所見学等を組み入れ
た「子どもと大人の安全と保護」研修を受講すること
ができるようになっている。このような教育による倫
理的基盤があることが死亡確認を行う際の看護師の倫
理的行動となっているといえよう。

表2　コロナー（検視官）に報告する死亡の例（チェシャ―・イースト市）

（1）  原因が不明な死
（2）  暴行、不自然、何らかの疑いがある、または予期しない死
（3）  死亡する14日以内の期間医師の診察を受けていない場合
（4）  中毒や薬物に関連がありうる死
（5）  事故が起きた場合に、全体もしくは部分的に事故に起因する可能性のある死
（6）  在宅また介護施設での不適切な看護を含む自為ないし他者によるネグレクトの可能性がある死
（7）  死亡する12か月以内に、外科的手術を受けている、または重大な外傷（病的骨折等）を負っている場合
（8）  職業病の可能性がある死、また雇用に関連する死、業務上の災害、障がい者年金、戦争年金の受給者。この場合には、死亡が

年金に関連していないと思われる場合も含む（例えば、アスベスト症、中皮腫等）
（9）  骨折に関連している可能性のある死。死の12か月以内に骨折している場合には、報告することが善き実務である。
（10）  18歳未満の子どもの場合
（11）  医療を受けていない可能性のある場合、あるいは医学的に不適切な対応があったという申し立てのある場合
（12）  故人自身の行動による可能性がある死、自殺、薬物や溶剤乱用が疑われる場合を含む。
（13）  化学治療や放射治療等全身性の抗がん剤治療（SACT）後30日以内に死亡した場合
（14）  住人が自由剥奪のためのセーフガード（DOLS）の対象となる場所で死亡した場合

East Cheshire NHS Trust. Reportable Deaths（Appendix2）. Policy for Verification of Expected Death by a Registered Nurse Working 

Within the Community Setting（Community Nursing Service or Nursing Homes）. 2015; 12‒13.／筆者訳．
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3．専門知見を活かし異状死の予防・防止へ
安楽死問題は、死亡診断補助において倫理的判断を
求められる場である。イギリスでは、近時、インター
ネットで取得した薬物を用いる事案が増えており、死
ぬ権利を求める患者にとっては、手段を得る障壁が低
くなっている。自殺幇助や積極的安楽死は犯罪行為で
ある。脳に障害のある息子の将来を悲観し致死量のヘ
ロインを投与して殺害した母親に対して、裁判所は、
死に至る意図が何であったとしても殺人行為を許すこ
とはできないと判示する40。寝たきりの父、認知症の
母の娘が致死量の薬物をインターネットで購入し殺害
した事件でも娘に有罪判決が下された 41。自死事案で
は、遺族らの心情に配慮しどう対処すべきか。車椅子
生活の妻にインターネットで購入したトランキライ
ザーを投与した夫（15年間介助）が自殺幇助で逮捕さ
れたが、保釈中に自殺した事件 42がある。自殺幇助を
拒否され餓死するという痛ましい事件 43も発生してい
る。これら事案の判決文には、看護師の関わりやケア
について記されていないが、健康問題で苦悩を抱えて
いる方々の最期である。死亡確認が死後のケアへの通
過のケアであれば、安楽死問題は、適切な報告を行う
対処だけでなく、このような最期を迎えることのない
よう看護ケアを検証する素材でもある 44。安楽死を見
逃すことは死を軽んじることである 45。看護師が死亡
確認に責任をもつことは、このような悲惨な事件の防
止に目を向けるという意識につながっていく 46。
死を看護の終わりにしない。そのためにも、社会の
信頼を得る実務となるよう専門職者は判断根拠を示し
ていかなければならない。日本の死亡診断補助では、
死の三徴候の実施内容と全身の外観を示す情報として
データベースに記載し、撮影した画像データを医師に
提供するよう求められる。故人の尊厳に反するもの、
また遺族感情を損なうのではないかという批判があ
る。しかし、イギリスの看護師のなかには、適切な行
動を示すデータによって現状を証明できるものを保管
するという日本の方式はよい実務だという評価もあ
る47。どうすれば遺族感情を損なわず死亡診断補助を
行なうことができるかが課題となろう。近年、イギリ
スでは、コロナーへの届出が増え、コロナーの判断の
適否について遺族が苦情や責任を追求する事案が裁判
で争われている48。異状死をコロナーに報告する際、
現状の的確なアセスメント能力があれば、事実解明に
役立つことになる。イギリスの看護師も異状死に関す
るより専門的な知識が求められていくであろう。
死亡診断補助であっても死亡確認であっても、看護
師が故人の死因究明に深くかかわることになる。その
観点から、イギリスから離れ、看護師が死因究明に取
り組む例をみておく。カナダや北米では、監察医事務
所で勤務する看護師がいる。その役割は、死亡状況な
どの資料整理の際、関係者に医学知識に基づく質問が

できることであり、故人の生存中に処方された薬物の
種別リストを作成するなど専門性を活かして発揮され
る看護師の状況分析能力については、監察医や司法関
係者より高く評価されている。精神・心理的行動を推
察できる能力を有する看護師は、故人の外表検査だけ
でなく、事故・事件現場で出会う遺族に対し、心情に
配慮し故人の悲惨な状況を説明しながら、故人の生活
に関する情報を遺族から収集することができるのだと
いわれる。これら情報は、後に遺族のケアだけでなく
健康支援に活用するのであり、死因究明は公衆衛生に
寄与する看護だと考えられている49。このことは、死
亡診断補助においても故人の死因から遺族の健康支援
という看護ケアにつながるだけでなく、死亡診断補助
は看護ケアとして発展させる意義を示すものであろ
う。

Ⅴ．結語
死亡診断補助は、看取りケアの一環であり、対象と
遺族に対する死後ケアにつながる者と捉えることがで
きよう。看護として、何をどこまで実施できるのか、
終末期ケアから死後のケアのプロセスのなかで、その
人らしく最期を迎えることができたかを検証する機会
にもなる。そのためにも信頼されるよう法医学研修を
活かし、公正な倫理観で故人および家族のケア実践を
示していくことが重要である 50。患者の死に影響する
健康要因は、家族や社会の健康保持にとって重要な
データであり、看護師が死亡診断の場に関わること
は、その確認を行う場でもある。
死亡診断補助は、死因究明が目的ではない。しか
し、患者がその人らしく最期を迎えられたかというケ
アの評価になる。患者の擁護者として異状死に気づい
た際、どのような対応を取るべきか、そこでの判断と
行動を的確に行うことが必要となる 51。死亡診断補助
は、多死社会における医師の負担軽減を念頭にされた
ものであろうが、その実践は、科学的で公正な実務を
行う看護ケアであり、看護の専門的知見を活かす役割
拡大になるものである。2019年、策定された死因救
命等推進基本法には、看護師、保健師は、故人とその
遺族の権利利益に配慮しつつ警察や法医学の専門医師
と死因究明により得られた情報を相互に共有し、活用
できる体制を構築する一員として位置づけられている
（死因究明等基本法第17条）。故人のアセスメントは、
看取りケアを行う看護師の専門的なケアの一つにな
る。
診断補助という医師への従属的な位置づけへの批判
もあろうが、医師法の改正または解釈変更について
は、厚生労働省また国会での議論によるところであろ
う 52。それもまたこれからの看護師のケアが後押しに
なることであろう。死亡診断補助における看護師の的
確なアセスメントと公正で良質な看護ケアの評価によ
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り、医師との役割分担の見直しにつながれば、自律的
活動を得ることになる。
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